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数値の変更（埼玉県決定） 
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議案第１号 
 
 

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る 

数値の変更（埼玉県決定） 

 
 

標記について、幸手市長から別添のとおり当会に付議されたので、意見を求めます。 

 

令和７年１１月４日 

 

 

幸手市都市計画審議会長 
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建 安 第 １ ７ ２ ０ 号 
令和７年１０月１０日 

 
 幸手市長 木村 純夫 様 
 
 

埼玉県知事 大野 元裕 
（公印省略） 

 
 

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る 

数値の変更について（照会） 
 
 令和７年８月２１日付け幸建発第５９号により協議の申出のあった標記数値

（容積率等）の変更について、申出のとおり変更することに対し、貴市の意見

を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当 都市整備部 建築安全課 
    建築指導担当 澤間 
電 話 048-830-5519 

E-mail a5510-03@pref.saitama.lg.jp 
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　　　様式3

市町村名 幸手市

地区番号 面　積 容積率 建蔽率

容積率算定係数
（幅員12ｍ未満の
前面道路の幅員
に乗じる数値）

道路高さ制限
（※）

隣地高さ制限
(※)

240-2 約58.4ha 10/10 6/10 4/10 ∠1.5 20ｍ+∠1.25

240-10 約8.9ha 20/10 6/10 4/10 ∠1.25 20ｍ+∠1.25

計 約67.3㏊

「区域は計画図表示のとおり」
理由　　

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更

(※　∠は水平距離に乗じる数値）

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域の
指定のない区域内の建築物に係る数値を次のように変更する。

都市計画法第34条第12号に基づく区域指定を受けた区域における企業誘致の推進に伴い、
建築形態制限を適用するため。
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　　　様式4

市町村名 幸手市

地区番号 面　積 容積率 建蔽率

容積率算定係数
（幅員12ｍ未満の前面

道路の幅員に乗じる数値）
道路高さ制限
    (※）

隣地高さ制限
 　（※）

備考

新 約58.4ha

旧 約67.3ha

新 20/10 ∠1.25

旧 10/10 ∠1.5

約8.9ha

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の新旧対照表

(※　∠は水平距離に乗じる数値）

240-10 6/10 4/10 20ｍ+∠1.25

地区の
新設

(旧240-2
の一部)

240-2 10/10 6/10 4/10 ∠1.5 20ｍ+∠1.25
地区の
縮小

写
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　　　様式5

市町村名      幸手市

地区番号 面　積 現　行 変更案 数値の設定理由

240-2
（縮小）

約58.4ha
(約8.9ha減)

―
240-10の新設により区域面積を変更す
るものである。

240-10
（新規）

約8.9ha

都市計画法第34条第12号に基づく区域
指定を受けた区域における企業誘致の
推進に伴い、一定の高度利用を容認す
るため、240-2の一部を新たな地区と
して設定するものである。

【凡例】

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更調書

200
60      0.4

1.25   1.25

建ぺい率（%）

道路高さ制限に

係る勾配数値

容積率（%） 12m未満の前面道路幅員に乗じる

容積率算定係数

隣地高さ制限に係る勾配数値

100

1.5     1.25

60      0.4

200

1.25   1.25

60      0.4

100

1.5     1.25

60      0.4

写
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議案第１号参考資料 

【幸手市都市計画審議会に至るまでの経緯】 

 

・ 幸手市より埼玉県に対する建築形態規制の変更協議書提出 

 ：令和７年８月２１日 

 

・ 形態規制変更説明会開催：（日時）令和７年１０月９日午後７時開始 

            （場所）幸手市南公民館 

 参加者なし 

 

・ 埼玉県より幸手市に対する建築形態規制の変更についての意見照会 

               ：令和７年１０月１０日 
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議案第２号 
 
 

幸手都市計画道路の変更（市決定） 

 
 

標記について、幸手市長から別添のとおり当会に付議されたので、意見を求めます。 

 

令和７年１１月４日 

 

 

幸手市都市計画審議会長 
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理由

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

１．都市計画道路中３・４・３８号杉戸幸手栗橋線ほか１路線を次のように変更する。

　３・４・３８号杉戸幸手栗橋線について、本市の総合振興計画基本構想及び都市計画マスタープランにお
いて定めている土地利用構想の実現及び都市内の限られた土地資源を最大限有効に利用するため、一部区間
の線形及び延長を変更するものです。
　また、この変更に伴い、３・４・４１号三ツ家慶作線の終点を変更するものです。

種別 備考

名　称 位　置 構　造

主な
経過地

延長
構造
形式

車線
の数

幅員
地表式の区間に
おける鉄道等の
交差の構造

番号 路線名

幸手都市計画道路の変更（幸手市決定）

約6,440ｍ3・4・38 杉戸幸手栗橋線
杉戸町
高野台
南4丁目

幸手市
大字円
藤内字
谷中

幸手市
大字下
川崎字
田倉

地表式 2車線 18ｍ

自動車専用道路首都圏中
央連絡自動車道と立体交
差1箇所
幹線街路と平面交差9箇
所

区域

起点 終点

東武鉄道日光線と
立体交差1箇所
幹線街路と平面交
差3箇所

幹
線
道
路 幸手市

大字上
高野字
菩薩前

約1,040ｍ 地表式 2車線 17ｍ3・4・41 三ツ家慶作線

幸手市
大字幸
手字三
ツ家

幸手市
大字上
高野字
慶作前
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なし
Ⅳ 関連する都市計画

　本路線は、杉戸町高野台南4丁目を起点とし、幸手市大字円藤内字谷中を終点とする延長約６，４００
ｍ、幅員１８ｍの幹線街路です。

　３・４・３８号杉戸幸手栗橋線について、本市の総合振興計画基本構想及び都市計画マスタープランにお
いて定めている土地利用構想の実現及び都市内の限られた土地資源を最大限有効に利用するため、一部区間
の線形及び延長を変更するものです。
　また、この変更に伴い、３・４・４１号三ツ家慶作線の終点を変更するものです。

Ⅱ 変更の理由

理　由　書

　本理由書は、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に基づき、幸手都市
計画道路の変更についての理由を示したものです。

　幸手都市計画区域は、都心から約５０ｋｍ圏、埼玉県の北東部に位置しています。
　また、幸手都市計画区域に含まれる土地の区域は、幸手市、杉戸町及び宮代町の行政区域の全域です。

Ⅰ 幸手都市計画区域の位置等

【３・４・３８号杉戸幸手栗橋線】　

【３・４・４１号三ツ家慶作線】　
　本路線は、幸手市大字幸手字三ツ家を起点とし、幸手市大字上高野字慶作前を終点とする延長約１，０４
０ｍ、幅員１７ｍの幹線街路です。

　　括弧内は変更前を示す。

車線数

2車線

幅員

18ｍ

3・4・41号三ツ家慶作線 約1,040ｍ 2車線 17ｍ ・終点の変更

Ⅲ 変更の内容

名称 延長

3・4・38号杉戸幸手栗橋線
約6,440ｍ

(約6,400ｍ)

変更内容

・一部区間の線形変更
・延長の変更
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凡 例

②

④

2車線

4車線

(表)

(嵩)

変更する路線(変更後)

削除する区間

地表式

嵩上式

赤

黄

5

8

9

10

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

6

11

4

7

12

16

総括図

②(表)

②(表)

3・4・41 三ツ家慶作線 (17m、2車線)

3・4・41 三ツ家慶作線 (17m、2車線)

②(表)

②(表)

②
(表

)

②
(表

)
3・

4・
38

杉
戸

幸
手

栗
橋

線
(18m、

2車
線

)
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凡 例

②

④

変更後

変更前

既決定

2車線

4車線

(表)

(嵩)

赤

黄

変更する路線の起終点

既決定路線の起点

既決定路線の終点

地表式

嵩上式

幸 手 市 都 市 計 画 図

久 喜 市

松 石

外 国 府 間

内 国 府 間

円 藤 内

千 塚

外 国 府 間

高 須 賀

松 石

堤 外

外 野

上 谷 中

上

山 王

島 野

堤 外

西

外 野

四 ツ 谷

本 村

押 砂

香 取

堤 内

堤 内

幸 手 線
加 須

県 道

国

道

４

号

県
道

阿
佐

間
幸

手
線

行 幸 小 前 歩 道 橋

東

武

日

光

線

行

幸

橋

昭
和

橋

香 取 神 社 ・ 八 幡 神 社 合 殿

中

里

揚

水

機

場

農 業 集 落 排 水 処 理 揚

外 国 府 間 ・ 高 須 賀 外 野 地 区

残 光 寺

高

須

賀

集

会

所

常

福

寺

揚 水 機 場

高 須 賀

高 須 賀 大 杉 神 社

み

ゆ

き

の

里

宝

積

院

香 取 八 幡 神 社

さ っ て の 里

松

石

集

会

所

香

取

神

社

大
排
水
路

高 須 賀 池

中

川

高 須 賀 池 公 園

12.10

9.1

12.6

10.3

9.5

8.4

6.4

9.1

8.2

5.8

10.4

8.5

8.5

9.3

8.8

8.1

8.7

8.3

8.4

8.7

9.2

8.9

8.9

8.7

8.7

8.8

8.9

8.8

8.8

8.7

7.4

9.7

10.3

11.7

10.2

10.1

10.2

10.2

9.4

8.2

8.7

8.5

8.9

8.6
8.9

9.1

9.4

11.4

11.6

8.5

8.4

8.4

8.8

8.3 8.8

8.2

8.6

8.6

8.5
8.7

8.7

8.3

8.9

8.9

8.8

8.8

9.0

8.9

8.7

9.1

9.5

8.8

9.8

9.6

9.7

9.7

9.6

9.5

8.8

8.8

8.5

8.8

7.9

8.8

8.2

6.4

6.4

11.4

11.5

11.7

11.8

6.9

7.4

8.8

8.9

6.2

6.2

6.3

8.9

9.9

8.7

11.5

11.3

6.3

11.4

11.7

11.1

10.9

10.9

10.7

7.7

11.4

11.6
11.5

7.9

11.8

8.3

8.3

5.9

5.9

8.9

10.7

7.1

8.5

11.8

5.9

9.9

8.6

9.4

9.6

9.2

9.4

10.8
9.3

9.6

10.2

9.2

9.3

10.3

10.3

8.5

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.5

9.5

9.1

10.2

9.1

9.7

9.7

10.1

9.1

10.1

11.3

9.9

10.1

9.8

8.9

11.8

8.1

9.6

9.8

11.8

11.6

8.8

8.88.58.9

8.9

9.2

8.8

8.9

9.1

8.9

9.6

9.4

11.7

12.5

12.6

10.9

9.6

9.6

9.9

9.9

10.3

10.2

9.6

9.8

10.9

13.9

13.4

8.9
8.9

1 0

10

10

10

10

8

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

7

7

9

7

9

9

3・
3・

7 幸手鷲宮加須線
(22

m、
4車

線)

3・
4・

3 8
杉

戸
幸

手
栗

橋
線

( 1
8m

、
2車

線
)

②
(表

)

NO.4

10.00

＋12.0

－
12

.0

＋10.5

－
12

.0

＋10.5

－
10

.0
－

10
.0

＋12.0

④(表)

④(表)
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凡 例

②

④

変更後

変更前

既決定

2車線

4車線

(表)

(嵩)

赤

黄

変更する路線の起終点

既決定路線の起点

既決定路線の終点

地表式

嵩上式

幸 手 市 都 市 計 画 図

中 ４ 丁 目

北 ２ 丁 目

中 川 崎

香 日 向 １ 丁 目

香 日 向 ４ 丁 目

高 須 賀
高 須 賀

高 須 賀

幸 手

内

国

府

間

北 １ 丁 目

西 １ 丁 目

西 ２ 丁 目

幸 手

円 藤 内

松 石

松 石

下 川 崎

千 塚 円

藤

内

長 倉

海 道 東

新 田 前

岸 内

岸 内

浪 寄

塚

長 倉

長 蔵

田 倉

谷 中

北 町

山 王

中 島

西 田

亀 田

野 中

千 塚 前

亀 田
柴 原

柳 橋

船 原

本 村 裏

浪 寄

浪 寄

東 谷

新 句

砂

田

太 子

香 取

谷 中

上 前

新 田 裏

西 谷

手
線

羽
幸

下吉

主

要

地

方

道

さ

い

た

ま

幸

手

線

県 道

県 道 加 須 幸 手 線

国

道

４

号

東

武

日

光

線

円 松 橋

天 沼 橋

桜 橋

筋 違 橋

た ち ば な 橋

高 須 賀 跨 線 橋

長 倉 橋

田 倉 橋

山 王 橋

え が お 橋

飛 翔 橋

千 塚 橋

せ ん 吉 橋

ニ チ イ

幸 手 千 塚

ケ ア セ ン タ ー

行 幸 小 学 校

幼 稚 園

サ ポ ー ト 幸 手

ヒ ュ ー マ ン

（ 北 地 区 市 民 セ ン タ ー ）

幸

手

き

ら

ら

の

杜

西 農 村 文 化 セ ン タ ー

幸

手

消

防

署

西

救

急

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

セ

ン

タ

ー

幸

手

北

モ

ー

ル

正

福

寺

幸 手 中 学 校

北

町

会

館

第 一 浄 水 場

八

幡

神

社

内 国 府 間 集 会 館

北 公 民 館

県 立 幸 手 桜 高 等 学 校

宝

持

寺

第 二 幸 手

第

三

保

育

所

さ

っ

て

福

祉

病

院

千

塚

団

地

自

治

会

館

西 中 学 校

き

ら

ら

の

杜

保

育

園

長 倉 小 学 校

安

楽

院

香

取

神

社

幸 手 西 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

図 書 館 （ 香 日 向 分 館 ）
幸 手 看 護 専 門 学 校

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

さ

く

ら

の

里

西 公 民 館 （ 西 地 区 市 民 セ ン タ ー ）

千 塚 神 社

法

蔵

寺

真

乗

院

下 千 塚 集 会 所

調 整 池

大 中 落

中
落

 

北
側

用
水

路

公 園

公 園

公 園

公

園

公

園

公 園

千 塚

公

園

公 園

公

園

公

園

公

園

公

園

公

園

公

園

公

園

児 童 公 園

円 藤 内

県

営

権

現

堂

公

園

（

４

号

公

園

）

下

川

崎

公

園

千

塚

南

公

園

児 童 公 園

プ

ー

ル

プ ー ル

プ

ー

ル

プ ー ル

プ

ー

ル

プ

ー

ル

8.9

26.0

26.6

8.1

9.0

8.6

20.4

26.2

21.7

23.0

9.1

9.1

7.9

8.7

8.4

8.2

8.8

9.2

8.6

8.4

8.7

9.1

8.2

8.2

8.9

8.1

8.4

7.7

8.1

8.8

8.4

8.4

8.2

8.3

9.1

8.1

8.7

8.8

8.3

9.3

8.9

8.7

8.7

9.2

8.5

8.3

8.5

8.4

8.4

8.7

8.58.5

7.8

7.8

7.6

7.6
7.7

7.8

8.1

7.8

8.1

8.4
8.8

8.8

8.9

8.0

8.1

8.6

8.5

8.5

8.4

8.9

7.4

8.1

8.3

7.3

8.1

7.9

7.3
7.2

7.9

8.2

7.1

7.4

7.2

7.3
8.2

8.5

8.5

7.3

7.3

8.6

8.1

8.9

9.3

7.8

7.8

8.8

7.6

7.7

8.1

8.2

8.7

7.6

7.5

7.7

8.1

7.6

7.1

7.8

7.2

7.3
8.1

8.7

8.3

8.5

8.8

8.8

8.4

8.4

8.7

8.7

8.8

8.8

8.7

8.8

8.8

8.3

8.9

8.4

8.2

8.3

8.1

8.1

8.1

8.3
8.2

7.9

8.5

8.58.5

8.3

8.5

8.4

8.4

8.5

8.5

8.1

8.6

8.2

8.1

8.5

8.1

8.2

8.3

8.1

8.1

8.5

7.7

7.9

8.4

8.1 7.9

8.2

8.2
8.1

8.1

7.9

8.1

9.1

8.1

7.8

7.6

7.5

7.2

7.6

7.7

7.6

8.5

8.5

8.2

7.9

8.1

8.2

8.1

8.4

8.6

8.1

7.9

7.6

8.1

7.7

8.1

8.1

7.4

7.8

8.1

8.0

7.7

7.9

7.9

8.1

7.8

8.6

7.8

8.5

7.9

7.7

7.7

7.6

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

8.8

8.4

8.7

8.5

8.7

8.4

7.9

8.4

8.1

8.8

8.4

8.3

8.3

8.3

8.2

8.6

8.5

8.3

8.1

8.4

8.4

8.1

8.2

7.8

7.9

8.1

8.2 8.4

8.4

8.3

8.2
8.3

8.2

8.3

8.1

8.3

8.4

8.2

8.3

8.2

8.1

8.2

8.3

8.3

8.4

8.8

8.7

8.6

8.5

9.1

9.2

9.3

8.5

8.5

8.4

8.6

8.5

8.3

8.1 8.4

8.7

8.8

8.8

8.7

9.2

9.2

8.7

8.7

8.9

8.9

8.9

8.7

8.5

8.5

8.5

8.4

8.5

8.5

8.9

9.5

8.5

8.8

8.5

8.9

8.7

8.6

8.9

8.7

8.6

8.7

8.7

8.7

9.3

8.8

8.8

8.7

8.6

11.9

8.7

11.9

8.7

8.9

8.6

8.6

8.7

9.1

8.9

8.5

8.7

8.8

8.9

8.7

8.6

8.6

8.6

8.8

8.6

8.6

8.7

8.7

8.8

8.4

8.4

8.9

8.4

8.4

8.4

8.7

8.5

8.6

8.5

8.4

8.4

8.5

8.5

8.5

8.6

8.1

7.9

8.5

8.6

8.6

8.6

8.6

8.7

8.6

8.7

8.3

8.5

8.5

8.2

8.2
8.2

8.2

14.6

9.1

8.9

9.9

9.0

8.28.3

8.6

8.6

8.2

9.3

8.2

8.6

8.8

9.1

8.3

8.6

8.7

8.6

9.3

8.3

8.4

8.6

8.9

8.7

8.6

8.7

8.7

8.9

8.9

8.7

7.9

7.5

8.3

8.2

8.1

8.2

8.1

8.38.3

8.3

7.7

8.1

7.9

8.2

8.2

8.3

8.1

8.9

8.6

8.6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

②
(表

)

10.
00

EC R=400m

BC
R=400m

EC
R=700m

BC R=700m

EC R=650m

BC R=650m

5.00

5 .
0 0

5.00

5.
0 0

10.
00 10.00

10.
00

10.00

3 ・
4 ・

3 6
国

道
4 号

線
( 1 6 m 、

2 車
線

)

3・
4・

38
杉
戸
幸
手
栗
橋
線

(1
8m
、
2車

線
)

3・4・16 幸手鷲宮線 (16m、2車線)

3・3・7 幸手鷲宮加須線 (22m、4車線)

18.00

18.00

18.00

18.00

－
10

.0

＋10.5

－
10

.0

＋9.0＋9.0

－
12

.0

＋10.5

－
12

.0

NO.7

②
(表

) ④(表)

④(表)

②
( 表

)

②
(表

)

②(表)

②
(表

)
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凡 例

②

④

変更後

変更前

既決定

2車線

4車線

(表)

(嵩)

赤

黄

変更する路線の起終点

既決定路線の起点

既決定路線の終点

地表式

嵩上式

幸 手 市 都 市 計 画 図

久 喜 市

上 高 野

上 高 野 １ 丁 目

東 １ 丁 目

東 ２ 丁 目

北 ２ 丁 目

北 １ 丁 目

西 １ 丁 目
幸 手

幸 手

下 川 崎

中 川 崎

中 ３ 丁 目

南 ２ 丁 目

中 ２ 丁 目

南 １ 丁 目

中 １ 丁 目

南 ３ 丁 目

中 ５ 丁 目

中 ４ 丁 目

堤

堤

堀 合

宮 脇

前

国

道

４

号

主
要

地
方

道
さ

い
た

ま
幸

手
線

県
道

幸
手

停
車

場
線

県
道

幸
手

停
車

場
線

県
道

幸
手

久
喜

線

東

武

日

光

線

幸 手 駅

台 橋

大 日 橋

雁 橋

幸 手 橋

志 手 橋

牛 村 橋

幸

橋

堤 橋

平 成 橋

大 日 橋

地

蔵

橋

中 五 丁 目 一 区

南

二

丁

目

集

会

所

南

三

丁

目

二

区

南 三 丁 目 三 区

ド レ ミ ら ん ど

幸

手

駅

西

口

土

地

区

画

整

理

事

務

所

幸

手

変

電

所

パ

ワ

ー

グ

リ

ッ

ド

東

京

電

力

自

治

会

館

幼 稚 園

幼

稚

園

県

営

幸

手

南

エ ム ズ タ ウ ン 幸 手

南

一

丁

目

神 明 会 館

神

明

神

社

一 色 稲 荷 社

天 神 神 社

天 神 町 自 治 会 館

幸 手 白 百 合

担 景 寺
常

光

寺

勤

労

福

祉

会

館

幸 手 北 モ ー ル

幸

手

小

学

校

市

営

住

宅

幸

団

地

観 音 堂

満 福 寺

聖 福 寺

幸

手

さ

く

ら

田 宮 自 治 会 館

妙

観

院

雷 電 神 社

幸

宮

神

社

幸 手 中 郵 便 局

幸

手

保

健

所

さ

く

ら

住

宅

幸 手 南 住 宅

天 満 宮

稲 荷 社 上 高 野 神 社

東 武 丸 山 病 院

薬

師

堂
神

宮

寺

太

子

堂

（

太

子

会

館

）

ＴＡＩＲＡＹＡ

さ ざ な み 会 館

さ

つ

き

会

館

祥

安

寺

幸

手

駅

前

交

番

心 鏡 院

牛 村 病 院

牛 村 集 会 所
香

取

神

社

中 五 丁 目 四 区 集 会 所

中 五 丁 目 二 区 集 会 所

川

崎

公

会

堂

用

水

葛

西

路

調

整

池

調

整

池

調 整 池

調 整 池

調 整 池

中
郷
用
水
路

倉

松

川

大

中

落

中 落

葛
西
用
水
路

公 園

公 園

公

園

公

園

公

園

公 園

公

園

公

園

公 園

ゴ ル フ 練 習 場

幸 手 し あ わ せ 路 地

ポ

ケ

ッ

ト

パ

ー

ク

公 園

Ｇ ー Ｆ Ｉ Ｖ Ｅ

公 園

公 園

（ 工 事 中 ）

8.07

8.0

8.4

7.9

31.4

27.3

8.3

7.1

11.6

7.9

8.2

7.8

8.1

8.6

8.6

7.5

7.3

9.3

9.1

8.5

7.5

7.1

7.1

6.8

7.1

6.8

6.6

8.2

8.5

8.2

7.9

7.1

8.3

8.9

7.8

8.5

8.5

7.7

8.2

7.9

8.1

7.8

7.8

8.1

7.3

6.9

7.6

7.9

7.2

7.8

7.5

6.9

6.6

7.2

7.7

7.7

7.9

8.2

7.9

7.5

7.5

7.3

6.9

6.8

6.8

6.7

7.1

7.2

7.8

7.6

7.6

7.9

7.9

7.2

7.7

7.7

7.3

7.6

8.9

8.1

8.4

8.4

8.0

8.1

8.5

8.4

9.1

9.1

7.99.1

8.1

8.8

8.6

8.4

8.5

8.4

8.4

8.5

9.5 8.9

8.8

9.1

9.1

9.1

9.4

8.5

8.4

8.8

8.8

9.1

7.8

8.1

8.1

8.1

7.7

8.1

7.8

7.7

7.7

8.1

9.3

9.4

8.4

8.5

8.4

7.2

7.2

7.2

7.2

7.0

7.2

8.9
7.8

8.3

8.7

8.2

8.3

7.2

7.3

7.9

8.4

8.7

7.2

6.9

7.4

7.6

7.3

7.5

7.0

6.9

7.5

7.8

7.7
6.9

8.2

8.2

8.1

6.8

6.8

7.7

7.7

7.2

7.4

7.8

7.9

8.3
7.2

7.7

7.3

7.5

8.1

8.6

8.2

7.17.3

7.8

7.8

7.8

7.8

8.2

8.0

8.0

8.6

8.7

8.4

8.2

7.8

7.4

8.1

7.7

7.9

7.5

7.7

7.8

7.5

7.6

7.3

8.3

7.7

8.1

8.1

8.3

7.8

7.4

7.6

7.3

7.6

7.7

8.4

7.3

7.3

7.6

7.4 8.1

8.1

8.4

8.6

8.6

8.6

8.1
7.4

7.3

7.7

8.1

8.1

8.1

7.7

8.1

8.1

8.5

8.7

7.9

7.9

8.1

7.9

7.9

7.5

7.5

7.5

7.2

7.1

7.0

7.3

7.3

7.3

7.4

7.4

7.1

7.1

7.2

7.1

7.6

7.2

7.7

7.7

7.4

7.1

6.6

6.9

6.6

6.1

6.3

6.6

6.4

6.6

7.2

7.1
7.3

7.3

6.8

6.7

6.3

6.6

6.7

6.9

6.3

6.7

7.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.3

6.4

6.9

6.4

6.7

6.9

6.9

6.8

6.4

6.3

6.6

6.7

7.3

6.9

7.2

7.1

7.4

7.6

7.9

7.9

8.6

8.7

8.7

8.7

8.8

8.9

8.9

10
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

7

7

7

7

9

7

7

3・4・16 幸手鷲宮線 (16m、2車線)

3・4・39 西口停車場線 (18m
、2車線)

3・4・40 幸手停車場線
(18m、2車線)

3・
5・

43
中

央
通

り
線

(1
2m

、
2車

線
)

3・
4・

36
国
道
4号

線
(1
6m
、
2車

線
)

10
.0

0

10.00

5.00

15
.0
0

②
(表

)

②
(表

)

5.
00

5.00

5.
00

5.00

EC R=200m

BC
R=2

00m

EC
R=5

00m

BC R=500m

EC R=300m

BC R=300m

EC R=300m

36.60
25.00

35.00

42.00

32.50
25.00

35.00

19.
50

18.
00

18.0
0

19.50

19.50

18.00

18.
00

3・
4・

38
杉
戸
幸
手
栗
橋
線

(18m、
2車

線
)

18.00

30
.0

0
25

. 0
0

35
.0
0

＋7.5

－
12

.0

－
10

.0

＋7.5

＋9.0

－
10

.0

＋9.0

－
12

.0

NO.12

②
(表

)

②(表)

②
(表

)

②
(表

)

②
(表

)

②(表)

②(表)

②(表)

②(表)
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凡 例

②

④

変更後

変更前

既決定

2車線

4車線

(表)

(嵩)

赤

黄

変更する路線の起終点

既決定路線の起点

既決定路線の終点

地表式

嵩上式

幸 手 市 都 市 計 画 図

久 喜 市

杉 戸 町

幸 手

緑 台 １ 丁 目

南 ２ 丁 目 南 ２ 丁 目

栄

上 高 野

上 高 野 １ 丁 目

東 １ 丁 目

織 部 前

慶 作 前

菩 薩 前

本 村 前

県 道 惣 新 田 幸 手 線

道 （ 圏 央 道 ）

絡 自 動 車

央
連

県 道 並 塚 幸 手 線

手

線

ま

幸

道

さ

い

た

主

要

地

方

首
都

圏
中

国

道

４

号

上 高 野 歩 道 橋

東

武

日

光

線

栄 水 橋

大 蔵 橋

神

社

橋

愛 宕 橋

幸

手

南

ヒ

ュ

ー

マ

ン

サ

ポ

ー

ト

ひ ま わ り 幸 手

家 族 の 家

こ こ ち 幸 手

都 市 機 構 幸 手 団 地

上 高 野 住 宅

自

治

会

館

南

公

民

館 

揚 水 機 場

Ｕ Ｒ

幸

手

団

地

内

郵

便

局

茨

島

自

治

会

館

帝 国 器 材

県 営 幸 手

カ ワ チ

ジ ョ イ フ ル 本 田

ジ ョ イ フ ル 本 田

さ か え 小 学 校

東 一 丁 目 会 館

上

高

野

一

丁

目

大 蔵 会 館

不

動

堂

大

阿

寺

前 田 営 業 倉 庫

ケ ー ズ デ ン キ

エ ム ズ タ ウ ン 幸 手

（

南

地

区

市

民

セ

ン

タ

ー

）

幸 手 南 住 宅

上 高 野 小 学 校

慶

作

公

会

堂

幸 手 領 第 一

ダ イ オ ー ミ ウ ラ

調 整 池

調

整

池

中
郷

用
水

路

南

側

用

水

路

葛

西

用

水

路

公 園

公

園

公

園

公 園

公

園

公 園

公 園

公

園

公 園

公 園

小

公

園

東

武

上

高

野

第 １ 公 園

第 ２ 公 園

広 場 （ 調 整 池 ）

公 園

公 園

上 高 野 一 丁 目

上 高 野 一 丁 目

プ

ー

ル

プ ー ル

7.44

6.9

6.7

37.4

34.8

6.7

22.0

21.4

7.1

7.1

7.1

6.9

8.1

6.4

6.6

6.4

6.6

7.5

7.1

6.7

6.7

6.6

6.7

6.9

7.1

8.4

7.8

6.7

6.9

6.7

6.7

6.6

6.6

6.6

6.5

7.7

7.6

8.4

7.4

8.1

8.1

7.8

7.8

8.9

7.6

7.5

7.6

7.1

6.5

6.6

7.1

6.7

6.4

6.5

6.4

6.3

7.1

6.8

6.6

6.9

6.9

6.9

6.9

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.9

6.9

7.3

6.2

6.2

6.6

6.9

7.5

6.5

6.3

6.3

7.5
6.3

6.4

7.7

7.2

7.6

7.6

6.9

7.2

7.7

7.4

7.1

7.2

6.8

7.2
6.1

6.4

6.4

6.9

6.5

6.2

6.8

7.4

6.3

6.2

6.4

6.6

6.7

7.1

6.8

6.3

6.3

6.8

6.7

6.8

6.6

6.9

6.9

6.2

6.4

6.7

6.5

6.2

6.1

6.4

6.3

6.5

7.1

7.1

7.1
6.6

7.4

7.3

6.9

6.6

6.4

6.7

6.9

7.2

6.7

6.7

6.5

6.5

6.5

6.9

6.9

6.7

6.9

6.8

6.7

8.1

8.1

8.2

8.2

8.2

8.4

7.6
7.1

6.9

6.9

6.7

6.9

6.9

7.3

7.5

7.3

7.3

9.5

9.7

9.1

9.8

9.2

6.8

7.2

7.2

7.2

7.1

7.3

7.3

7.5

8.1

8.9

8.6

9.2

9.7

8.3

7.5

7.4

9.7

7.5

7.3

6.8

6.7

6.9

6.9

6.7

7.2

7.2

7.1

6.7

6.6

6.5

6.9

7.1

7.1

6.6

7.47.1

7.1

7.2

7.1

7.2

6.9

6.8

6.7

6.8

7.2

7.5

7.5

6.8

6.8

7.1

7.2

7.2

7.2

6.9

9.2

7.3

6.1

6.5

6.6

6.9

6.8

6.5

6.6

7.1

6.5

6.4

6.8

6.8

6.5

6.6

6.5

7.1

7.1

6.9

7.1

7.1

7.3

6.8

7.1

7.2

7.1

6.6

6.3

6.2

6.7

6.9

7.3

6.5

6.4

6.3

6.3

6.3

6.5

6.5

6.4

6.3

6.3

6.4

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

BC R=300m

EC R=400m

BC R=400m

A=80

A=80
EC R=160m

BC R=160m

A=80
A=80

A=84.
9

A=84.9

EC R=180m

BC
R=180m

A=84.9A=84.9

A=80A=80EC
R=160m

BC R=160mA=80

A=80

30.00
25.00

35.00

30. 00
25. 00

35.00

30.00
25.00

35.00

3・
4・

36
国

道
4号

線
(1

6 m
、

2車
線

)

3・
4・

4 2
幸

手
五

霞
線

(1
6 m

、
2車

線
)

1・3・1 首都圏中央連絡自動車道 (25m、4車線)

3・4・41 三ツ家慶作線 (17m、2車線)

3・4・41 三ツ家慶作線 (17m、2車線)

3・3・74
幸手インター連絡線(25m、4車線)

3・3・74
幸手インター連絡線(25m、4車線)

②
(表

)

②
(表

)

3・
4・

38
杉

戸
幸

手
栗

橋
線

(1 8m、
2車

線
)

＋6.0

－
12

.0

＋6.0

－
10

.0
－

10
.0

＋7.5＋7.5

－
12

.0

NO.16

30
.0
0

25
.0

0
35

.0
0

30
.0
0

25
.0
0

35.
00

18.00

18.00

15.
00

13.60

15.50

10.
00

10.00

10.00

10.96

12.
12

30.00

59.50
20.00

40.00

②(表)

②(表)

30.00
30.00

30.00
30.00

75.00

30.00
59.00

20.00 40.00

②(表)

②(表)

④(嵩)

④(嵩)

④(表)

④(表)

②
(表

)

②
(表

)②
(表

)

②
(表

)
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議案第２号参考資料 

【幸手市都市計画審議会に至るまでの経緯】 

 

・ 都市計画法第１６条縦覧：令和７年８月６日から令和７年８月２０日まで 

幸手市役所都市計画課窓口にて実施 

【説明会】日時：令和７年８月２０日午後７時開始 

場所：幸手市南公民館 

 参加者２名 

 

・ 都市計画法第２３条６項（将来管理者等協議実施） 

           協議対象者 ①幸手市道路河川課 

                 ②幸手警察署 

                 ③杉戸町 

（３者ともに計画変更に「意見無し」） 

 

・ 都市計画法第１７条縦覧：令和７年１０月８日から令和７年１０月２２日まで 

幸手市役所都市計画課窓口にて実施 

（意見書提出ならびに閲覧者ともになし。） 
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